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低所得のひとり親世帯等に対する

家計応援臨時給付金を1月中旬に支給開始
第3回定例会で議決済／支給に向けて準備中

足立区独自
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足立区独自の臨時給付金 第3回定例会（10月19日開催）
第6号補正予算議決

令和4年度 低所得の子育て世帯に対する

生活支援特別給付金国事業

① 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方

② 公的年金を受給のため、令和4年4月分の児童扶養
手当を受給していない方

③ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の

収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となって
いる方

区事業

① 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手
当の受給者で令和4年度分の住民税均等割が非
課税である方

② 令和4年度の住民税均等割が非課税で、高校生の
みを養育している方

③ 新型コロナウイルスの影響により、令和4年1月以降

の収入が住民税非課税相当の水準となっている
方

令和4年11月1日現在、足立区に住民登録があるひとり親世帯等で
かつ国事業の生活支援特別給付金の支給を受けていれば、

児童一人当たり

5万円を区が上乗せして支給

低所得のひとり親世帯等に対する

家計応援臨時給付金

ひとり親世帯分

その他世帯分

5万円

補正予算議決 435,750千円

支給決定通知を順次送付

順次支給開始

10月19日

12月下旬ごろ

1月中旬ごろ

5万円

プラス

■今後のスケジュール

※11月2日以降に足立区において、国事
業の給付金を受けた方は、2月以降、順
次支給開始します。
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※ 対象は の方が大多数1

申請漏れのない
ように区でもチラシを

作成・配布中
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育英資金制度を大幅刷新
給付型奨学金の新設へ

条例案を第４回区議会定例会へ提出予定
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【制度の利用条件】

①卒業後１５年間で返済

②足立区に６か月以上居住

③連帯保証人２名必要

などの条件あり

貸付型を撤廃し、給付型奨学金を新設 第４回定例会
提出予定NEW

①入学金 ②授業料 ③施設整備費

①～③を40名規模で全額給付する自治体は全国初大学生等へ無利子の貸付をする制度

（件）

返済不要の奨学金

※高校生除く

全額給付

80
予算上の上限

件

毎年

減少傾向

 大学等に在学または入学予定
 成績：4.0以上（5段階評価）
 年収：800万円以下（4人世帯の目安）
 生計維持者が直近３年以上区内在住 等

応募資格

【第1期】令和5年1月4日～ ２月２８日
募集期間

各期２０名（予定）

令和5年１月以降、区内都立・私立高校へ出張ＰR周知方法

第1期募集者への給付は4月中に実施

【第2期】令和5年3月1日～ 4月14日

【シミュレーション：私立理系へ進学した場合にかかる4年間の費用】

約551万円 × １．５倍 ＝約826万円を上限に給付

育英資金検討委員会での意見など

◼ 利用者からは、「返済が不安・大変」、国の奨学金（保証人・
居住要件不要など）の方が使いやすいとの声あり

◼ 委員会でも、「給付型の奨学金は、活用促進に有効である」
との意見あり

想

定

入学金
（初年度のみ）

授業料
（4年分）

施設整備費
（4年分）

4年間の合計

251,029円 4,544,296円 716,636円 5,511,961円

①上限額は国が公表している
私立大学等の平均額の1.5倍

②40名程度を予定
（令和５年度予算計上予定）

※ 私立文系など、席上配付資料2を参照

58

42

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80
■ 利用実績

足 立 区 の 現 行 制 度

※足立区調べ

貸
付
型
は
、
現
在
の
利
用
者
で
終
了

今
後
は
、
す
べ
て
給
付
型
に

5



返済支援助成制度の拡充と相談体制の強化 第４回定例会
提出予定

返済支援助成の対象に国の給付型奨学金利用者を追加

各種奨学金制度
助成対象

拡充前

助成対象

拡充後

足立区育英資金(大学分) ○ ○

国の給付型奨学金併給 × ○

東京都育英資金(高校分) ○ ○

国の第一種奨学金
（返済必要、利子なし） ○ ○

国の給付型奨学金併給 × ○

国の第二種奨学金
（返済必要、利子有） × ×

国の給付型奨学金（返済不要） × ×

企業・民間の育成財団・学校が
独自に運営する奨学金 × ×

国の給付型利用者も返済支援助成制度を使えるようにして欲しい

利用者の声

育英資金検討委員会での意見

少しでも利用しやすい制度にするためには対象を拡充するべき

【現行の各種奨学金】

【拡充後のイメージ図】 ※年収380万円程度の４人家族を想定

国の給付型 212万円

返済支援助成
80万円

借り入れ総額の半額を助成（上限1/2・100万円まで）

旧制度

新制度 貸付（要返済）
80万円

国の給付型を利用している場合は返済支援助成の対象外だった

国の給付型を利用している場合でも返済支援助成の対象に

教育資金相談体制を強化します

⚫ 教育資金等の相談窓口として足立成和信用金庫と連携
⚫ 奨学金制度に特化したHPを開設
⚫ 進学・修学資金に関する個別相談会の回数・対象者を拡充

国の給付型 212万円

貸付（要返済）160万円

あわせて
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改正個人情報保護法への独自対応
令和5年4月1日施行予定

条例案を第４回区議会定例会へ提出
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改正個人情報保護法への区の対応 第４回
定例会提出

今後も区民の個人情報を守っていく

各事業課

事業スタート

改
善
の
た
め
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

改正後

各事業
課

答申

改 善

足立区情報公開・個人情報保護

審議会
各事業課

事業スタート

改正前

・個人情報に関する審議会への諮問制限

全国的な共通ルールを規定 個人情報の保護水準を維持
・審議会への事前諮問にかわる新たな仕組み・個人情報保護条例の廃止

足立区情報公開・個人情報保護

審議会

事前点検
・評価

評価委員会
内部職員で構成

事後に、個人情報保護制度
の運営をチェックする役割

これまで足立区は、
個人情報保護について

昭和55年の「東京都足立区電子
計算組織に係る個人情報の保
護に関する条例」から厳格に
取り扱ってきました。

今回の法改正で、
これまで足立区が諮問していた内容を

事前に審議会に諮問できなくなった

改 善

評
価
の
結
果
を
報
告

+弁護士等のアドバイザー

足立区個人情報保護

評価委員会
NEW

事前に、個人情報保護の取り
扱いをチェックする役割

8



足立区客引き行為等の防止に関する条例制定へ

さらなる体感治安の向上を目指して

条例案を第４回区議会定例会へ提出
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体感治安向上に向けた現状と背景

都の迷惑防止条例では

区は指導などが

できない

「竹ノ塚駅周辺の体感治安に関するアンケート」
（令和3年6月、令和4年3月）で今後の課題が見えた

⚫ 防犯性が高いまちだと思うか

⚫ 住民同士や警察の見守りを感じるか

⚫ 夜間に安心して通行できるか

区独自の条例を制定し厳粛
に対応
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刑法犯認知件数（年） 治安が良いと思う（年度） 治安が悪いと思う（年度）

ピーク
区内刑法犯認知件数と体感治安に関する割合

（２３区で１3区が制定済み）

第４回
定例会提出

16,743件

3,212件

そう思わない、
どちらかといえばそう思わないが

上記の3ついずれも

令和３年 刑法犯認知件数は3,212件

３年連続戦後最少を更新

令和3年度 「治安が良いと思う」

62.7％ 過去最高

①

令和3年度 「治安が良いと思う」と「悪いと思う」

その差が過去最大

②

③

62.7％

件
数
・体
感
治
安
と
も

確
実
に
向
上
し
た

6～7割
“客引き”がいることで、
安心して通れない、
うっとうしい 等

対策の必要性を

再認識

区独自の条例を制定して

的確に対応
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令和5年4月1日からの
盛り場対策に精通している弁護士で構成された支援チームからの助言を基に条例案策定

特徴1 撮影などの行為を条例に明記

第４回
定例会提出

特徴2 パトロールによる実効性の担保

先行自治体の条例を参考に規定

◼ 禁止行為は、「客引き行為」「客待ち行為」「勧誘
行為」「勧誘待ち行為」「受け入れ行為」「ピンクち
らしの配布行為」を設定

◼ 過料は上限である5万円に設定 客引き行為を防止して体感治安をさらに向上

条例に盛り込むことで行為者への

周知と抑止効果を期待

⚫ 重点地区の指定は、竹ノ塚駅、北千住駅、綾瀬駅
を中心に検討

⚫ 重点地区内は、パトロールを実施して客引き行為を
防止

特に客引き行為を防止する必要があると認められる
地区を重点地区として指定（施行規則に規定）

※他自治体は規定がない若しくは施行規則に規定

⚫ 氏名などを公表する方法（ＨＰなど）・期間

⚫ 違反行為を（証拠として）撮影すること

客引き行為等に対する警告に従わなかった者の

• 委託による巡回警備＋専門性の高い警察官OBの採用

• ３６５日、午後６時～午前０時

これらを条例に明記（都内初）

足立区客引き行為等の防止に関する条例

条例施行を目指す

施行前
から

UP

施行後
に
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郵便局での
マイナンバーカード申請サポート

令和5年3月スタートに向けて準備開始
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・デジカメで撮影、プリント
・手続きサポート
・そのまま国へ郵送します

郵便局での実施内容

区内の配送局３カ所（足立郵便局・足立北郵便局・足立西郵便局）+地域１７カ所

区民事務所に近い郵便局を想定（申請書は区民事務所で配付するため）

郵便局員が①写真撮影②記入補助③制度説明④そのまま郵送

サポート数に応じた単価契約（件数の多寡で委託費の無駄が生じない）
※会場使用料と機材費の固定費のみ

区内郵便局20カ所で申請サポート窓口開設

郵便局へ業務委託

第7号補正
予算に計上

10,215千円

窓口増で高齢者への申請サポート強化！

66％（10月末現在）

Yes
No

パソコン、スマホ
から申請

申請書ある？

Yes

パソコン・スマホの
操作ができる?

No

NoYes

街の
証明写真機

写真を貼って
郵便ポストへ

写真を貼って
郵便ポストへ

区役所
学習センター
16カ所

商業施設
12カ所

実績
2,000名

実績
4,500名

実績
7,500名

令和5年3月開始予定

区民事務所で申請書配付

写真ある？申請サポート窓口

総
務
省
よ
り

カード未取得者へ
ＱＲコード付き交
付申請書を11～
12月上旬に送付

郵便局を活用した
申請サポート事業
の推進

ポイント期限が
近づく１２月のカ
ード受け取り増・
万全な交付体制活用

■委託における人件費 7,700千円
＠700円×1.1×10,000人

■その他経費 2,515千円

区マイナカード
申請率

カードの受取は区役所か区民事務所で！13



琳派の花園 あだち

足立区制90周年記念特別展

12月11日まで開催 終了迫る
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区制９０周年を彩る特別展

特別展入館者数

37営業日で4,734名
1日平均約130名

大盛況

10月9日（日）～12月11日（日）

コロナ禍前の
文化遺産調査
特別展（2回）

おかげさまで

コロナ禍後の
文化遺産調査
特別展（2回）

約1.6倍

10/9-11/20

約2.7倍
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区制９０周年を彩る特別展
特別展終了後もスマホやタブレット、パソコンで
バーチャルミュージアムをお楽しみください！

12/1（木）から
広報番組も公開

J:COM東京 足立局
動画であだち（YouTube）で配信

約30秒のサンプル動画をご用意しました。

仮想空間に本特別展の展示作品の一部を
紹介。作品にタッチすれば高精細の画像と
解説が見られる

実際の展示会場に居るような感覚で、
館内のすべての作品が見られる

特別展開催後の閉館日に撮影。
編集作業を経てこのほど公開

3月31日（金）まで

2022.11.9

NEW
START

10月4日～3月31日

11月9日～3月31日
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